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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
加速度検出部を有する検出素子を備え、
前記検出素子は、可撓部を介して固定部と連結した錘部と、前記錘部と対向させた基板と
、前記錘部と前記基板の各々の対向面に電極を配置して形成した対向電極部とを有し、前
記対向電極部として、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、前記Ｘ軸上に２つのＸ
対向電極部を配置し、
前記加速度検出部は、
全ての前記Ｘ対向電極部に交流基準電圧を印加し、一方の前記Ｘ対向電極部における対向
距離の拡大変位に起因した静電容量変化と、他方の前記Ｘ対向電極部における対向距離の
縮小変位に起因した静電容量変化とに基づいてＸ方向への加速度を検出しており、
全ての前記Ｘ対向電極部の対向距離が拡大変位した場合は前記全てのＸ対向電極部の前記
交流基準電圧を上昇させる交流制御電圧を印加し、
全ての前記Ｘ対向電極部の対向距離が縮小変位した場合は前記全てのＸ対向電極部の前記
交流基準電圧を下降させる交流制御電圧を印加して、Ｘ方向への加速度の検出精度の劣化
を抑制する加速度センサ。
【請求項２】
前記Ｘ軸に平行なＸ平行軸上に２つのＸ対向電極部を配置し、前記Ｘ軸および前記Ｘ平行
軸の正側に配置された２つのＸ対向電極部における静電容量の和算値と、前記Ｘ軸および
前記Ｘ平行軸の負側に配置された２つのＸ対向電極部における静電容量の和算値に基づい



(2) JP 5631529 B2 2014.11.26

10

20

30

40

50

て、Ｘ方向への加速度を検出する請求項１記載の加速度センサ。
【請求項３】
加速度検出部を有する検出素子を備え、
前記検出素子は、可撓部を介して固定部と連結した錘部と、前記錘部と対向させた基板と
、前記錘部と前記基板の各々の対向面に電極を配置して形成した対向電極部とを有し、前
記対向電極部として、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、前記Ｘ軸上に２つのＸ
対向電極部を配置するとともに前記Ｙ軸上に２つのＹ対向電極部を配置し、
前記加速度検出部は、
全ての前記Ｘ対向電極部および全ての前記Ｙ対向電極部に交流基準電圧を印加し、
一方の前記Ｘ対向電極部における対向距離の拡大変位に起因した静電容量変化と、他方の
前記Ｘ対向電極部における対向距離の縮小変位に起因した静電容量変化とに基づいてＸ方
向への加速度を検出し、
一方の前記Ｙ対向電極部における対向距離の拡大変位に起因した静電容量変化と、他方の
前記Ｙ対向電極部における対向距離の縮小変位に起因した静電容量変化とに基づいてＹ方
向への加速度を検出しており、
全ての前記Ｘ対向電極部の対向距離と全ての前記Ｙ対向電極部の対向距離とが拡大変位し
た場合は全ての前記Ｘ対向電極部および全ての前記Ｙ対向電極部の前記交流基準電圧を上
昇させる交流制御電圧を印加し、
全ての前記Ｘ対向電極部の対向距離と全ての前記Ｙ対向電極部の対向距離とが縮小変位し
た場合は全ての前記Ｘ対向電極部および全ての前記Ｙ対向電極部の前記交流基準電圧を下
降させた前記交流制御電圧を印加して、Ｘ方向、Ｙ方向への加速度の検出精度の劣化を抑
制する加速度センサ。
【請求項４】
前記Ｘ軸に平行なＸ平行軸上に２つのＸ対向電極部を配置し、前記Ｘ軸および前記Ｘ平行
軸の正側に配置された２つのＸ対向電極部における静電容量の和算値と、前記Ｘ軸および
前記Ｘ平行軸の負側に配置された２つのＸ対向電極部における静電容量の和算値に基づい
てＸ方向への加速度を検出し、前記Ｙ軸に平行なＹ平行軸上に配置された２つのＹ対向電
極部を有し、前記Ｙ軸および前記Ｙ平行軸の正側に配置された２つのＹ対向電極部におけ
る静電容量の和算値と、前記Ｙ軸および前記Ｙ平行軸の負側に配置された２つのＹ対向電
極部における静電容量の和算値に基づいてＹ方向への加速度を検出する請求項３記載の加
速度センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、航空機、自動車、ロボット、船舶、車両等の移動体の姿勢制御やナビゲーシ
ョン等、各種電子機器に用いる加速度センサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　以下、従来の加速度センサについて説明する。
【０００３】
　図９は従来の加速度センサの断面図である。
【０００４】
　従来の加速度センサは、固定基板６１と、固定基板６１上に配置した台座ガラス６２と
、台座ガラス６２上に配置した可撓基板６３と、可撓基板６３の下面に配置した錘部６４
とを有する。
【０００５】
　また、可撓基板６３の上方には可撓基板６３と対向するようにガラス基板６５を配置し
、可撓基板６３とガラス基板６５の対向面には、それぞれ対向電極６６を設けている。
【０００６】
　次に、加速度の検出について説明する。
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【０００７】
　加速度が生じると、錘部６４が加速度の生じた軸方向に移動しようとするために、錘部
６４を配置した可撓基板６３に撓みが発生する。そうすると、可撓基板６３とガラス基板
６５との対向距離が変化するので、この対向距離の変化に起因した対向電極６６間の静電
容量の変化に基づいて、加速度を検出するものである。
【０００８】
　このような加速度センサを検出したい検出軸に対応させて、車両等の移動体の姿勢制御
装置やナビゲーション装置等に用いている。
【０００９】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知
られている。
【特許文献１】特開平１０－１７７０３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記構成では、対向電極６６間の静電容量の変化（出力される加速度検出信号）に基づ
いて加速度を検出するが、錘部６４は固定基板６１の上方に中空上に浮いた状態で可撓基
板６３の下面に配置されているので、錘部６４はＺ軸方向に変位しやすい。例えば、対向
電極６６間が離れるようにＺ軸方向に錘部６４が変位した場合、対向電極６６間の静電容
量の値は小さくなる。したがって、この状態において、Ｘ軸またはＹ軸方向に加速度が生
じたとしても、この加速度に起因した対向電極６６間の静電容量の変化も小さくなり、Ｘ
軸またはＹ軸の加速度の検出精度を劣化させるという問題点を有していた。
【００１１】
　本発明は上記問題点を解決し、Ｘ軸またはＹ軸の加速度の検出精度を向上した加速度セ
ンサを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明は、特に、検出素子は、可撓部を介して固定部と連結
した錘部と、前記錘部と対向させた基板と、前記錘部と前記基板の各々の対向面に電極を
配置して形成した対向電極部とを有し、前記対向電極部として、互いに直交するＸ軸、Ｙ
軸、Ｚ軸において、前記Ｘ軸上に２つのＸ対向電極部を配置し、加速度検出部は、全ての
前記Ｘ対向電極部に基準電圧を印加し、一方の前記Ｘ対向電極部における対向距離の拡大
変位に起因した静電容量変化と、他方の前記Ｘ対向電極部における対向距離の縮小変位に
起因した静電容量変化に基づいてＸ方向への加速度を検出しており、全ての前記Ｘ対向電
極部の対向距離が拡大変位した場合は前記全てのＸ対向電極部の前記基準電圧を上昇させ
る制御電圧を印加し、全ての前記Ｘ対向電極部の対向距離が縮小変位した場合は前記全て
のＸ対向電極部の前記基準電圧を下降させる制御電圧を印加する構成である。
【発明の効果】
【００１３】
　上記構成により、全てのＸ対向電極部に基準電圧を印加し、一方のＸ対向電極部におけ
る対向距離の拡大変位に起因した静電容量変化（出力される加速度検出信号の変化）と、
他方のＸ対向電極部における対向距離の縮小変位に起因した静電容量変化（出力される加
速度検出信号の変化）とに基づいてＸ方向への加速度を検出する際に、全てのＸ対向電極
部の対向距離が拡大変位または縮小変位した場合、基準電圧を上昇または下降させた制御
電圧を印加するので、加速度の検出精度の劣化を抑制できる。
【００１４】
　静電容量変化に基づいて加速度を検出する際、対向電極部に印加される電圧に応じて加
速度検出信号が影響を受ける。対向電極部に印加される電圧が大きければ前記加速度検出
信号が大きくなり、対向電極部に印加される電圧が小さければ加速度が小さくなる。
【００１５】
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　全ての対向電極部の対向距離が拡大変位または縮小変位した場合は、加速度に基づかず
に静電容量変化が生じた場合であり、前記対向距離が拡大変位した場合に加速度が生じた
場合は、検出される前記加速度検出信号が実際の加速度よりも小さくなり、前記対向距離
が縮小変位した場合に加速度が生じた場合は、検出される前記加速度検出信号が実際の加
速度よりも大きくなる。
【００１６】
　よって、検出基準電圧を上昇または下降させた制御電圧を対向電極部に印加すれば、加
速度に基づかずに静電容量変化が生じたとしても、適正な加速度を検出することができ、
検出精度の劣化を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１は本発明の一実施の形態における複合センサの分解斜視図、図２は図１のＡ－Ａ断
面図である。
【００１８】
　図１において、本発明の一実施の形態におけるセンサは、加速度検出部と角速度検出部
を有する検出素子１を備え、この検出素子１は、可撓部を介して錘部２を連結した固定部
４と、錘部２と対向させた基板６と、錘部２と基板６の各々の対向面に電極を配置して形
成した対向電極部とを有する。
【００１９】
　具体的には、この検出素子１は、第１アーム８を第２アーム１０に略直交方向に連結し
て形成した２つの直交アームと、２つの第１アーム８の一端を支持する支持部１２と、２
つの第１アーム８の他端を接続した枠体形状の固定部４とを有する。第１アーム８の厚み
は第２アーム１０の厚みよりも非常に薄く形成しており、第２アーム１０は第２アーム１
０自身と対向するまで折曲し、折曲した第２アーム１０の先端部に錘部２を連結している
。第１アーム８と支持部１２とは略同一直線上に配置し、第１アーム８および第２アーム
１０は検出素子１の中心に対して対称配置している。ここで、可撓部は固定部４と錘部２
とを連結する部分を指しており、第１アーム８、第２アーム１０が可撓部に相当する。
【００２０】
　また、錘部２に対向させて基板６を配置し、錘部２と基板６の各々の対向面には、第１
対向電極～第４対向電極１４、１６、１８、２０を配置して形成した４つの対向電極部を
形成している。この対向電極部として、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、Ｘ軸
上に２つのＸ対向電極部を配置するとともにＸ軸に平行なＸ平行軸上に２つのＸ対向電極
部を配置し、Ｙ軸上に２つのＹ対向電極部を配置するとともにＹ軸に平行なＹ平行軸上に
２つのＹ対向電極部を配置している。例えば、一対の対向電極１４、１６がＸ軸上に配置
された２つのＸ対向電極部となり、一対の対向電極１８、２０がＸ軸に平行なＸ平行軸上
に配置された２つのＸ対向電極部となる。また、一対の対向電極１４、１８がＹ軸上に配
置された２つのＹ対向電極部となり、一対の対向電極１６、２０がＹ軸に平行なＹ平行軸
上に配置された２つのＹ対向電極部となる。
【００２１】
　さらに、互いに対向する一方の２つの第２アーム１０には錘部２を駆動振動させる駆動
電極２２および駆動電極２４を設けるとともに、互いに対向する他方の２つの第２アーム
１０には、第２電極部として第２アーム１０の歪を感知する第１感知電極２６、第２感知
電極２８を設けている。
【００２２】
　上記の錘部２に配置した第１対向電極～第４対向電極１４、１６、１８、２０、駆動電
極２２、検知電極２４、第１感知電極２６、第２感知電極２８は、図２に示すように、圧
電層３０を介在させた上部電極３２と下部電極３４とを有している。
【００２３】
　そして、基板６と固定部４と第１アーム８と第２アーム１０と錘部２とは、シリコンを
主成分とする材料（ガラスまたは線膨張係数がシリコンに近似した材料も含む）からなり
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、固定部４と第１アーム８と第２アーム１０と錘部２とを一体成形して、基板６と固定部
４とを直接接合して互いに固定している。直接接合の替わりに、接着剤やバンプ等を用い
て接合してもよいが、直接接合の方が接着剤やバンプ等の厚みを考慮する必要がないので
、錘部２および基板６の各々の対向面の対向距離を正確に保つことができる。
【００２４】
　次に、角速度検出部および加速度検出部について説明する。
【００２５】
　まず、角速度検出部について説明する。
【００２６】
　図３に示すように、互いに直交したＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、検出素子１の第１アー
ム８をＸ軸方向に配置して、第２アーム１０をＹ軸方向に配置した場合、駆動電極２２に
共振周波数の交流電圧を印加すると、駆動電極２２が配置された第２アーム１０を起点に
第２アーム１０が駆動振動し、それに伴って錘部２も第２アーム１０の対向方向（実線の
矢印と点線の矢印で記した駆動振動方向）に駆動振動する。また、４つの第２アーム１０
および４つの錘部２の全てが同調して第２アーム１０が駆動振動方向に駆動振動する。こ
の検出素子１における駆動振動方向はＸ軸方向となる。
【００２７】
　このとき、例えば、Ｚ軸の左周りに角速度が生じた場合は、錘部２の駆動振動と同調し
て、錘部２に対して駆動振動方向と直交した方向（実線の矢印と点線の矢印で記したコリ
オリ方向（Ｙ軸方向））にコリオリ力が発生するので、第２アーム１０にＺ軸の左周りの
角速度に起因した歪を発生させることができる。すなわち、コリオリ力に起因して撓むこ
の第２アーム１０の状態変化（第２アーム１０に発生した歪）によって、第１、第２感知
電極２６、２８から電圧が出力され、この出力電圧に基づき角速度が検出される。
【００２８】
　次に、加速度検出部について説明する。
【００２９】
　図４に示すように、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸において、基板６をＸＹ平面に配
置した場合、加速度が発生していなければ、基板６と錘部２の対向面の第１対向電極１４
の対向距離（ｄ１）と、基板６と錘部２との対向面の第２対向電極１６の対向距離（ｄ２
）は等しい。図示していないが、第３対向電極１８の対向距離と第４対向電極２０の対向
距離も等しくなる。
【００３０】
　このとき、例えば、Ｘ軸方向に加速度が生じた場合、図５に示すように、錘部２は支持
部１２を中心にしてＹ軸周りに回転しようとする。この結果、基板６と錘部２の対向面の
第１対向電極１４の対向距離（ｄ１）が小さくなり、基板６と錘部２との対向面の第２対
向電極１６の対向距離（ｄ２）が大きくなる。図示していないが、第３対向電極１８の対
向距離と第４対向電極２０の対向距離も同様である。すなわち、一対の第１、第４対向電
極１４、２０で形成される一方のＸ対向電極部における対向距離の拡大変位と、一対の第
２、第３対向電極１６、１８で形成される他方のＸ対向電極部における対向距離の縮小変
位とに基づいてＸ方向への加速度を検出している。拡大変位と縮小変位が逆になっても同
様である。
【００３１】
　一方、Ｙ軸方向に加速度が生じた場合も同様に、錘部２は支持部１２を中心にしてＸ軸
周りに回転しようとするため、図示しないが、例えば、第３、第４対向電極１８、２０間
の対向距離が大きくなり、第１、第２対向電極１４、１６間の対向距離が小さくなる。す
なわち、各々の電極間の静電容量が変化するので、この静電容量変化に基づいてＸ軸方向
またはＹ軸方向の加速度を検出するものである。すなわち、一対の第１、第３対向電極１
４、１８で形成される一方のＹ対向電極部における対向距離の拡大変位と、一対の第２、
第４対向電極１６、２０で形成される他方のＹ対向電極部における縮小変位とに基づいて
Ｙ方向への加速度を検出している。拡大変位と縮小変位が逆になっても同様である。
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【００３２】
　加速度検出部における検出回路は、図６に示すように、一対の第１対向電極１４と、一
対の第２対向電極１６とを有し、第１、第２対向電極１４、１６には基準電圧部２１から
所定の基準電圧が印加されている。このとき、基準電圧を「Ｖｒｅｆ」、第１、第２対向
電極１４、１６の電極面積を「Ｓ」、対向距離を「ｄ」、電極間の誘電率を「ε」、変位
量を「σ」とすると、感度電流（Ｉ）は（数式１）で表され、この感度電流に基づいて加
速度が検出される。
【００３３】
【数１】

【００３４】
　また、全ての第１～第４対向電極１４、１６、１８、２０の対向距離（全てのＸ対向電
極部またはＹ対向電極部の対向距離）が拡大変位または縮小変位した場合には、基準電圧
を上昇または下降させた制御電圧を制御電圧部２３から印加している。拡大変位した場合
における検出回路を図７に示す。
【００３５】
　全ての第１～第４対向電極１４、１６、１８、２０の対向距離が全く変位しない静止時
における基準電流を「Ｉｂ0」、対向距離が「δ」だけ変位した場合における基準電流を
「Ｉｂ」とすると、この制御電圧（Ｖ）は（数式２）で表され、基準電流（Ｉｂ0）は（
数式３）で表され、基準電流（Ｉｂ）は（数式４）で表され、制御電圧（Ｖ）によって制
御された感度電流（Ｉｖ）は、（数式５）で表される。
【００３６】

【数２】

【００３７】

【数３】

【００３８】
【数４】

【００３９】
【数５】

【００４０】
　特に、加速度検出部は、全てのＸ対向電極部の対向距離と全てのＹ対向電極部の対向距
離とが、拡大変位した場合は基準電圧（ｖｒｅｆ）を上昇させ、縮小変位した場合は基準
電圧（ｖｒｅｆ）を下降させた制御電圧を印加すればよい。
【００４１】
　また、Ｘ軸およびＸ平行軸の正側に配置された２つのＸ対向電極部における静電容量の
和算値と、Ｘ軸およびＸ平行軸の負側に配置された２つのＸ対向電極部における静電容量
の和算値に基づいてＸ方向への加速度を検出し、Ｙ軸およびＹ平行軸の正側に配置された
２つのＹ対向電極部における静電容量の和算値と、Ｙ軸およびＹ平行軸の負側に配置され
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た２つのＹ対向電極部における静電容量の和算値に基づいてＹ方向への加速度を検出して
もよい。例えば、Ｘ軸およびＸ平行軸の正側に配置された２つのＸ対向電極部とは、第１
、第３対向電極１６、２０となり、Ｘ軸およびＸ平行軸の負側に配置された２つのＸ対向
電極部とは、第２、第４対向電極１４、１８となり、Ｙ軸およびＹ平行軸の正側に配置さ
れた２つのＹ対向電極部とは、第３、第４対向電極１８、２０となり、Ｙ軸およびＹ平行
軸の負側に配置された２つのＹ対向電極部とは、第１、第２対向電極１４、１６となる。
本実施の形態では、４つの対向電極部が方形状に配置されているので、４つの対向電極部
はＸ対向電極部とＹ対向電極部とを互いに兼ねているものである。
【００４２】
　上記構成により、全てのＸ対向電極部に基準電圧を印加し、一方のＸ対向電極部におけ
る対向距離の拡大変位に起因した静電容量変化と、他方のＸ対向電極部における対向距離
の縮小変位に起因した静電容量変化とに基づいてＸ方向への加速度を検出する際に、全て
のＸ対向電極部の対向距離が拡大変位または縮小変位した場合、基準電圧を上昇または下
降させた制御電圧を印加するので、加速度の検出精度の劣化を抑制できる。
【００４３】
　すなわち、静電容量変化に基づいて加速度を検出する際、対向電極部に印加される電圧
に応じて加速度が影響を受ける。対向電極部に印加される電圧が大きければ加速度が大き
くなり、対向電極部に印加される電圧が小さければ加速度が小さくなる。
【００４４】
　全ての対向電極部の対向距離が拡大変位または縮小変位した場合は、Ｘ軸、Ｙ軸加速度
に基づかずに、Ｚ軸方向の加速度（振動等）によって静電容量変化が生じた場合であり、
前記対向距離が拡大変位した場合に前記Ｘ軸、Ｙ軸加速度が生じた場合は検出される前記
加速度検出信号が実際の加速度よりも小さくなり、前記対向距離が縮小変位した場合に加
速度が生じた場合は検出される前記加速度検出信号が実際の加速度よりも大きくなる。
【００４５】
　よって、基準電圧を上昇または下降させた制御電圧を対向電極部に印加すれば、加速度
に基づかずに静電容量変化が生じたとしても、適正な加速度を検出することができ、検出
精度の劣化を抑制できる。
【００４６】
　なお、Ｙ軸上およびＹ軸に平行なＹ平行軸上に対向電極部を配置せずに、Ｘ軸上に２つ
のＸ対向電極部を配置したり、Ｘ軸に平行なＸ平行軸上に対向電極部を配置したりするだ
けでもよい。Ｘ軸上に２つのＸ対向電極部を配置し、Ｘ軸に平行なＸ平行軸上に２つのＸ
対向電極部を配置した場合は、Ｘ軸およびＸ平行軸の正側に配置された２つのＸ対向電極
部における静電容量の和算値と、Ｘ軸およびＸ平行軸の負側に配置された２つのＸ対向電
極部における静電容量の和算値に基づいて、Ｘ方向への加速度を検出すればよい。
【００４７】
　また、本発明の実施の形態に用いる具体的な回路ブロックとして、図８に示すものを用
いればよい。図８における複合センサは、一対の第１対向電極１４と、一対の第２対向電
極１６とを有し（第１対向電極１４と第２対向電極１６は入れ替えてもよい）、第１、第
２対向電極１４、１６には制御電圧Vが印加される。この制御電圧Vは基準電圧部２１から
供給される基準電圧Ｖｒｅｆを元に生成されており、その構成として基準電圧部２１の出
力はレベル調整回路５３に接続され、このレベル調整回路５３の出力はオートゲインコン
トロール回路５４（ＡＧＣ回路５４）に接続され、ＡＧＣ回路５４の出力は前記第１、第
２対向電極１４、１６の接続点に接続されている。加算処理回路５２は複数のＣＶ変換ア
ンプ５０の出力を加算処理する。この加算処理回路５２の出力はレベル検出回路５５に入
力され信号電圧レベルを検出出力される。このレベル検出回路５５はＤＣ変換回路や全波
整流回路が適しており、信号電圧の電圧振幅レベルを平滑しＤＣ電圧のような安定電圧に
する。前記レベル検出回路５５の出力はＡＧＣ回路５４に印加され、前記基準電圧Ｖを基
にした信号制御の制御信号として前記ＡＧＣ回路５４の入出力ゲインを調節する。クロッ
ク生成回路５６は前記加算処理回路５２の出力を接続し前記基準電圧Ｖと同期したクロッ
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ク信号を生成する。差動アンプ５１は複数の前記ＣＶ変換アンプ５０を接続し、その差を
出力して所望の軸における加速度信号成分を抽出する。検波・出力処理部５７は前記差動
アンプ５１を接続し、前記クロック信号のタイミングで前記差動アンプ５１の前記加速度
信号成分の検波処理を行い、平滑処理し、増幅、調整し、出力端子５８から出力される。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明に係る加速度センサは、加速度の検出精度を向上できるので、各種電子機器に適
用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施の形態における複合センサの分解斜視図
【図２】図１のＡ－Ａ断面図
【図３】基板配置前の同検出素子の斜視図
【図４】同検出素子の断面図
【図５】加速度発生時における同検出素子の動作状態を示す説明図
【図６】制御電圧を印加しない場合における加速度検出部の検出回路図
【図７】制御電圧を印加する場合における加速度検出部の検出回路図
【図８】同検出回路のブロック図
【図９】従来の加速度センサの断面図
【符号の説明】
【００５０】
　１　検出素子
　２　錘部
　４　固定部
　６　基板
　８　第１アーム
　１０　第２アーム
　１２　支持部
　１４　第１対向電極
　１６　第２対向電極
　１８　第３対向電極
　２０　第４対向電極
　２１　基準電圧部
　２２　駆動電極
　２３　制御電圧部
　２４　検知電極
　２６　第１感知電極
　２８　第２感知電極
　３０　圧電層
　３２　上部電極
　３４　下部電極
　５０　ＣＶ変換アンプ
　５１　差動アンプ
　５２　加算処理回路
　５３　レベル調整回路
　５４　オートゲインコントロール回路（ＡＧＣ回路）
　５５　レベル検出回路
　５６　クロック生成回路
　５７　検波・出力処理部
　５８　出力端子
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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